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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月24日(2012.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の顧客に関連する複数の金融商品（ＦＩ）ポートフォリオに対応するポートフォリ
オデータを記憶するポートフォリオデータベース手段と、
　前記ポートフォリオデータベース手段によって記憶されるポートフォリオデータにアク
セスして読み出し、かつ少なくとも一つの基準を満たす複数のポートフォリオのうちの一
つ以上のポートフォリオを自動的に識別するＦＩベース管理アプリケーション手段と、を
備え、
　各識別ポートフォリオに関して、前記ポートフォリオデータベース手段から前記識別ポ
ートフォリオに対応する読み出されたポートフォリオデータに基づいて、前記ＦＩベース
管理アプリケーション手段が、前記識別ポートフォリオに関連する顧客に対応する顧客固
有管理データを顧客管理手段から選択的に読み出し、前記顧客固有管理データが、少なく
とも一つのあて先を規定する顧客固有あて先情報を少なくとも含み、かつ、
　各識別ポートフォリオに関して、前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、前記識
別ポートフォリオに対応するポートフォリオ関連データを、前記顧客固有管理データによ
って規定されたあて先に自動的に通信する、システム。
【請求項２】
　前記一つ以上のポートフォリオを識別する際に、前記ＦＩベース管理アプリケーション
手段が、前記ポートフォリオデータベース手段によって記憶されるポートフォリオデータ
にアクセスし、かつ所定のイベントベース基準を満たすイベントを有する少なくとも一つ
の金融商品を含む一つ以上のポートフォリオを自動的に識別する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記ポートフォリオデータが、少なくとも前記イベントの情報を含む、請求項２に記載
のシステム。
【請求項４】
　前記イベントベース基準が、前記金融商品の満期または前記金融商品のバリアのうちの
少なくとも一つに関連する、請求項２または３に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、取引を規定する取引パラメータを受信し
、前記取引パラメータに基づいて前記ポートフォリオデータベース手段によって記憶され
るポートフォリオデータにアクセスし、前記取引パラメータに関連する基準に基づいて一
つ以上の識別ポートフォリオを自動的に識別する、請求項１乃至４の何れか一項に記載の
システム。
【請求項６】
　前記複数の顧客に対応する顧客固有情報を記憶する顧客データベース手段を備え、前記
ＦＩベース管理アプリケーション手段が、前記識別ポートフォリオに関連する顧客に対応
する顧客固有情報を前記顧客データベース手段から選択的にアクセスして読み出し、前記
顧客データベース手段から読み出された識別ポートフォリオに関連する顧客に対応する顧
客固有情報に基づいて、前記取引に対応する顧客固有取引品を自動的に生成し、前記顧客
固有取引品を、前記顧客固有管理データによって規定されたあて先に自動的に通信する、
請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、前記識別ポートフォリオに対応する一つ
以上の推薦取引を決定し、前記識別ポートフォリオに対応する前記ポートフォリオ関連デ
ータが、前記一つ以上の推薦取引に関する推薦情報を含む、請求項１乃至６の何れか一項
に記載のシステム。
【請求項８】
　前記推薦取引が、前記ポートフォリオに含まれる金融商品に対応する少なくとも一つの
取引、および／または前記ポートフォリオに追加された金融商品に対応する少なくとも一
つの取引を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ポートフォリオデータベース手段から読み出されたポートフォリオデータに基づい
て、前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、通貨エクスポージャおよび対応する金
利エクスポージャをヘッジしない一つ以上のポートフォリオを識別し、前記推薦取引が、
ヘッジされていないエクスポージャをヘッジする取引を含む、請求項７または８に記載の
システム。
【請求項１０】
　前記複数の顧客に対応する複数の顧客プロフィールを記憶する顧客プロフィールデータ
ベース手段を備え、前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、少なくとも一人の顧客
に関連する複数のポートフォリオのうちの一つ以上のポートフォリオに基づいて、前記複
数の顧客のうちの少なくとも一人の顧客に対応する顧客固有プロフィールを前記顧客プロ
フィールデータベース手段から選択的にアクセスして読み出し、前記ＦＩベース管理アプ
リケーション手段が、前記顧客プロフィールに基づいて前記少なくとも一人の顧客に提案
される取引の一つ以上の顧客固有パラメータを自動的に決定する、請求項１乃至９の何れ
か一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記顧客固有パラメータが販売マージンを含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、前記複数のポートフォリオに対応するリ
アルタイムマーケットデータを受信し、前記リアルタイムマーケットデータに基づいて前
記一つ以上のポートフォリオを自動的に識別する、請求項１乃至１１の何れか一項に記載
のシステム。
【請求項１３】
　前記ＦＩベース管理アプリケーション手段が、一つ以上のユーザ規定パラメータに基づ
いて前記基準を規定する、請求項１乃至１２の何れか一項に記載のシステム。
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